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平成 28年４月５日 

各 位 

会社名  株式会社セレス 

代表者名 代表取締役社長 都木 聡 

（コード番号：3696 東証マザーズ） 

問い合わせ先 取締役管理本部長 小林 保裕 

電話番号 03-5414-3229 

定款一部変更のお知らせ 

当社は、平成 28年２月 24日開催の取締役会において、平成28年３月29日開催の第11期定時株主総会に、

下記のとおり定款の変更（以下「本議案」）について付議することを決議いたしましたが、平成 28 年３月 29

日に開催された第 11期定時株主総会において、本議案が承認可決されましたのでお知らせいたします。 

記 

１. 定款変更の理由

(1) 当社の今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、当社定款第２条（目的）に事業目的

を追加するものであります。 

(2)「会社法の一部を改正する法律」（平成 26年法律第 90号）が平成 27年５月１日に施行され、新た 

に業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも、責任限定契約を締結すること

が認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても期待される役割を十分に発揮できる

よう、現行定款第 30 条及び第 41 条の一部を変更するものであります。なお、現行定款第 30 条の変

更に関しては、各監査役の同意を得ております。 

(3)「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）が平成 27 年５月１日に施行され、それに

伴い会計監査人の選任の議案の内容を監査役会が決定することとなったので、その旨を明確化する

ため、現行定款第 43条を一部変更するものであります。 
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２．変更の内容 

 

 （下線は変更箇所を示します。） 

現行定款 変更案 

  
 第１章 総則 
  第１条         （省略） 
 
  （目的） 
  第２条 
   当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 
  1.インターネット・コンテンツ及びシステムに  

関する企画・開発・制作 
  2.情報処理サービス業並びに情報提供サービス 
   3.広告の企画及び制作並びに広告代理業務 
   4.インターネットに関するコンサルティング 

業務 
   5.通信販売業 
   6.無形財産権（著作権、著作隣接権、特許権、 

実用新案権、意匠権、商標権等）の取得、 
使用許諾、売買及び管理 

   7.古物売買業 
   8.有料職業紹介事業 
                     （新設） 

 
 

                     （新設） 
  9.前各号に付帯する一切の業務 
 
 
  第３条～第４条   （省略） 
 
 第２章 株式 
  第５条～第１１条  （省略） 
 
 第３章 株主総会 
  第１２条～第１７条 （省略） 
 
 第４章 取締役及び取締役会 
  第１８条～第２９条 （省略） 
 

  
 第１章 総則 
  第１条        （現行） 
 
  （目的） 
  第２条 
   当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

1.インターネット・コンテンツ及びシステムに 
  関する企画・開発・制作・販売・賃貸 

2.情報処理サービス業並びに情報提供サービス 
   3.広告の企画及び制作並びに広告代理業務 
   4.インターネットに関するコンサルティング 
   業務 
  5.通信販売業 
   6.無形財産権（著作権、著作隣接権、特許権、 
     実用新案権、意匠権、商標権等）の取得、 
     使用許諾、売買及び管理 
   7.古物売買業 
   8.有料職業紹介事業 
   9.電子マネーその他の電子的価値情報及び 
     前払式支払手段の発行、販売及び管理、 
     電子決済システムの提供並びに資金移動業 

   10.各種事業への投資業務 
  11.前各号に付帯する一切の業務 
 
 
  第３条～第４条     （現行） 
 
 第２章 株式 
  第５条～第１１条    （現行） 
 
 第３章 株主総会 
  第１２条～第１７条  （現行） 
 
 第４章 取締役及び取締役会 
  第１８条～第２９条  （現行） 
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（下線は変更箇所を示します。） 

現行定款 変更案 

  
（取締役の責任免除） 
第３０条  

   １               （省略） 
２    当会社は、社外取締役との間で、会社法

第４２３条第１項の賠償責任について法
令に定める要件に該当する場合には、賠
償責任を限定する契約を締結することが
できる。ただし、当該契約に基づく賠償
責任の限度額は、金500万円以上であら
かじめ定めた額と法令の定める最低責任
限度額とのいずれか高い額とする。 

  
  
 
 第５章 監査役及び監査役会 
 第３１条～第４０条  （省略） 
  

（監査役の責任免除） 
第４１条  
  １         （省略） 
２  当会社は、社外監査役との間で、会社法

第４２３条第１項の賠償責任について法
令に定める要件に該当する場合には、賠
償責任を限定する契約を締結することが
できる。ただし、当該契約に基づく賠償
責任の限度額は、金500万円以上であら
かじめ定めた額と法令の定める最低責任
限度額とのいずれか高い額とする。 

  
 第６章 会計監査人 
 第４２条       （省略） 
  

（会計監査人の選任） 
第４３条 会計監査人は、監査役会の同意を得て

株主総会の決議によって選任する。 
  

  
 
第４４条～第４６条  （省略） 

  
 第７章 計算 
 第４７条～第５０条  （省略） 
 

  
（取締役の責任免除） 
第３０条  

   １              （現行） 
２   当会社は、取締役（業務執行取締役又は

支配人その他の使用人である者を除
く。）との間で、会社法第４２３条第１
項の賠償責任について法令に定める要件
に該当する場合には、賠償責任を限定す
る契約を締結することができる。ただ
し、当該契約に基づく賠償責任の限度額
は、金500万円以上であらかじめ定めた額
と法令の定める最低責任限度額とのいず
れか高い額とする。 

  
 第５章 監査役及び監査役会 
 第３１条～第４０条  （現行） 
  

（監査役の責任免除） 
第４１条  
 １          （現行） 
２  当会社は、監査役との間で、会社法第４

２３条第１項の賠償責任について法令に
定める要件に該当する場合には、賠償責
任を限定する契約を締結することができ
る。ただし、当該契約に基づく賠償責任
の限度額は、金500万円以上であらかじ
め定めた額と法令の定める最低責任限度
額とのいずれか高い額とする。 

  
 第６章 会計監査人 
 第４２条       （現行） 
  

（会計監査人の選任） 
第４３条 会計監査人は、株主総会の決議によっ

て選任する。監査役会は、会計監査人
の選任に関する議案の内容を決定す
る。 

  
第４４条～第４６条  （現行） 

  
 第７章 計算 
 第４７条～第５０条  （現行） 
 

 

 

３．日程 

  (1) 定款変更のための株主総会開催日   平成 28年３月 29日（火曜日） 

  (2) 定款変更の効力発生日        平成 28年３月 29日（火曜日） 

 

 

以 上 

 

 


